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【都市計画で定めるルール】

都市計画区域・・・市街地を核に一つの都市と
して総合的に整備、開発又は保全すべき区域

用途地域・・・住居、商業、工業等の用途を定
め秩序ある都市の発展を図る地域

用途白地地域・・・都市計画区域内で用途地
域が指定されていない地域

御船町では、町の一部に
都市計画区域が指定され、
その中の一部に用途地域
が指定されています。

菊池市では、市の一部に
都市計画区域が指定され、
その中の一部に用途地域
が指定されています。

※都市施設とは・・・
都市活動を支える上で必要となる道路、公園、
河川、下水道、学校などの施設

用途白地地域

用途地域

都市計画区域

用途地域に比べて土地利用に対する
制限は緩く開発は可能であるが、都市
施設が不十分

市街地の大枠としての土地利用を
定めるとともに（13種類）、都市施
設整備を進め、良好な市街地環境
を形成



菊池

⾧洲
都市計画区域

荒尾
都市計画区域

玉名
都市計画区域

宇城
都市計画区域

阿蘇
都市計画区域

大津
都市計画区域

御船
都市計画区域

八代
都市計画区域

人吉
都市計画区域

芦北
都市計画区域

山鹿
都市計画区域

宇土
都市計画区域

水俣
都市計画区域

本渡
都市計画区域

牛深
都市計画区域

熊本
都市計画区域

菊池
都市計画区域

熊本県では、
17の都市計画区域を指定





（都市計画区域の整備、開発及び保全の方針）
第６条の２ 都市計画区域については、都市計画に、当該都市計画区域
の整備、開発及び保全の方針を定めるものとする。

（定める内容）



都市計画区域

広域的な視点 地域に密着した視点
今回改定

整合性
を図る

H31改定





6,109 5,513 4,927 4,584 4,325 4,097 3,866 

24,474 
22,564 21,108 19,902 18,444 16,985 15,567 

15,833 
16,079 

15,790 
15,066 

14,567 
14,015 

13,461 

46,416 
44,156 

41,825 
39,552 

37,336 
35,097 

32,894 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

令和2年 令和7年 令和12年 令和17年 令和22年 令和27年 令和32年

(人) 15歳未満 15～64歳 65歳以上

44,156

35,097

令和7年 令和27年



11.7% 10.2% 8.9% 8.5% 8.5% 8.3% 8.0%

56.3% 55.1% 54.5% 53.3% 50.6% 48.7% 47.5%

32.0% 34.7% 36.6% 38.2% 40.9% 42.9% 44.5%

令和2年 令和7年 令和12年 令和17年 令和22年 令和27年 令和32年
0%

20%

40%

60%

80%

100%

15歳未満 15～64歳 65歳以上

令和7年 令和27年





国道387号

国道325号

中九州横断道路



空き家や空き地が増加し、市街地の空洞化

公共交通の利用者が減り、公共交通機関が衰退

買い物難民や医療難民の増加

交通渋滞の悪化、環境負荷（CO2排出量）の増大

都市施設（道路や下水道など）の維持管理費用が増加

人口減少・高齢化が進行する中、市街地が広がり続けると…

エコ・コンパクトな都市づくりが必要

※「エコ・コンパクト」とは、エコロジー（生態学、環境問題）とエコノミー（都市経営、行政経営、行政コスト）に着目した
「エコ」に、住宅や生活サービス施設を集積する「コンパクト」を加えた造語である。
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平成28年熊本地震

令和2年7月豪雨

▲ 益城町

▲ 人吉市上青井町



人口減少・高齢化の進行

自然災害の
激甚化・頻発化

都市施設の老朽化

市街地の低密度化

公共交通機関
利用者の減少

広域的な道路ネットワー
クが形成

製造業と農業のポテン
シャルが高い
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